
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 いわて環境の森整備事業（公益的機能増進伐） 標準単価表  

（令和８年６月４日以降適用） 
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税区分　消費税抜き単価

単 価 区 分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ 216,868 262,410 268,916 284,097 290,603 301,446

Ⅱ 229,714 277,953 284,845 300,925 307,816 319,302

Ⅲ 250,185 302,723 310,229 327,742 335,247 347,757

Ⅳ 263,030 318,266 326,157 344,569 352,460 365,611

①　不用木・不良木の除去

②　つる切

③　枝条残材の集積

39%

　　植栽木以外の木竹であって植栽木の生育の妨げとなるもの及び植栽木のうち他の植栽木の生育を妨げるものや
　形質不良であるものの刈り払い

　　植栽木に巻き付いているつる類の手切りによる切断及び除去

　　①により生じた太さ８cm以上の枝条及び幹の、林外への流出を防止するための集積

　　　　　間接費率
単価区分

一般 21% 24% 31% 34%

令和８年度　公益的機能増進伐　単価表（令和８年６月４日以降適用）

作 業 内 容

①不用木・不良木の除去

①不用木・不良木の除去、②つる切

①不用木・不良木の除去、③枝条残材の集積

①不用木・不良木の除去、②つる切、③枝条残材の集積
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